
移動の法地理学からみる法制と空間の関係

1. 研究の背景
問題意識

自然災害時に自治体の区域を越える移動
をした場合、移動者に公的支援が届かな
い現象が生じるのはなぜか？解決策は？

先行研究の課題

法制と空間の関係を分析する「法地理学
（legal geography）」は、空間現象で
ある移動に関する研究が不十分。

2025年11月22日（土）大阪公立大学 異分野研究交流会

2. 研究目的

3. 研究方法

4. 研究の枠組み 5. 結果
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7. 今後の課題

目的①
自然災害時に移動者が公的支援を受けら
れない現象が生じるメカニズムの解明。

目的②
属人的な支援体制の構築に向けた新たな
理論的枠組みとして「移動の法地理学」
の提示。

・研究対象は東日本大震災（2011/3/11）。
・行政、支援団体等の資料分析。
・被災者支援関係者へのヒアリング調査。

・放射性物質の拡散から避難した福島県の移動
の実態を反映して、2011年以降に法が成立した。
しかし、地震・津波で被災した被災者の移動の
実態を反映した法はない。

・移動者が公的支援を受けられない要因は、法
制の「属地主義」「世帯・世帯主主義」、属地
的な仕組みを前提とした「申請主義に基づく支
援の運用」である。

・移動者に対する支援体制には地域差がある。

6. まとめ
・日本の災害法制に着目すると、Law on the 
bookとLaw in actionの間には相互関係がある。

・空間を移動する主体という現実の空間現象
をみることで、Law on the bookとLaw in 
actionの埒外に置かれる人々の困難さを可視
化することができる。

移動者への支援体制の地域差をどう捉えるのか
を整理し、「移動の法地理学」という理論枠組
みの精緻化を進める。
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